
市中銀行会員約定（無担保方式） 

 

 

 一般財団法人オートレース振興協会（以下「振興協会」といいます。）が小型自動車競走

施行者（以下「施行者」といいます。）から各施行者が定めた小型自動車競走実施条例に基

づいて委託を受けて、実施する小型自動車競走（オートレース）電話投票又は AutoRace.JP

投票（以下「電話投票等」といいます。）について、振興協会とこの電話投票等を利用する

者（以下「市中銀行会員」といいます。）との間の契約は、関係法令、小型自動車競走実施

規則及び電話投票実施規則その他の関係規程のほか、この約定に定めるところによります。 

 

第１条 投票用口座及び振替用口座 

市中銀行会員は、振興協会が指定する日までに、電話投票等に関し振興協会が別に指定する

金融機関（以下「指定銀行」といいます。）に電話投票等による勝車投票券（以下「車券」

といいます。）購入資金などの振替を行うための口座として投票用普通預金口座（以下「投

票用口座」といいます。）と投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座（以下

「振替用口座」といいます。）を市中銀行会員本人名義で開設しなければなりません。 

  

第２条 振替依頼 

市中銀行会員は、振興協会の指定する日までに、指定銀行に対し車券購入資金の預金口座振

替を依頼するため、別に定める預金口座振替依頼書を提出し手続きをとらなければなりま

せん。 

  

第３条 電話投票等の開始 

１．市中銀行会員が第１条及び第２条に規定する手続きが完了したときは、振興協会は、電

話投票等の利用開始日、電話投票等を利用するために必要な電話番号、投票用 URL、市中銀

行会員番号（以下「加入者番号」といいます。）、パスワード及び暗証番号を市中銀行会員に

通知します。 

２．市中銀行会員は、AutoRace.JP 投票を行うための環境設定等を自らの負担により行わな

ければなりません。 

 

第４条 車券 

電話投票等により発売する車券は１００円をもって 1 枚とし、車券の種類は単勝式、複勝

式、２連勝単式、２連勝複式、３連勝単式、３連勝複式及び拡大枠番号２連勝複式（ワイド）、

２重勝２連勝複式、３重勝２連勝複式、４重勝２連勝複式とします。なお、単勝式及び複勝

式、２重勝２連勝複式、３重勝２連勝複式、４重勝２連勝複式については、AutoRace.JP 投

票での発売となります。 



  

第５条 購入限度額 

１．市中銀行会員 1 人当たりの１回の車券購入限度額は、当該競走が実施される直前の指定

銀行営業日（以下この条において「直前の営業日」といいます。）の営業終了時における投

票用口座の預金残高（決済未確認の証券類を除きます。以下「預金残高」といいます。）か

ら、直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に払戻金

及び返還金の合計額を加えた額とします。だだし、1 日に９９９万円を越えて車券を購入す

ることはできません。 

２．市中銀行会員は、振興協会に対して書面による申請又は AutoRace.JP 投票用 URL を通じ

て 1 日あたりの購入限度額を設定することができます。 

３．購入限度額の変更については、以下の通りとなります。 

（１）購入限度額を引き下げる場合は、随時行うことができます。 

（２）購入限度額を引き上げる場合は、当該購入限度額の設定日を起算日として１８０日を

経過しない場合は変更することができません。 

 

第６条 車券の購入方法 

１．市中銀行会員が車券を購入する場合は、あらかじめ振興協会が指定した電話又は投票用

URL を通じて加入者番号、パスワード及び暗証番号を通知した後、小型自動車競走場番号、

競走番号、勝車投票法の種類、連勝式の組番号及び購入枚数（１００円単位で換算した枚数）

を申込みます。 

なお AutoRace.JP 投票での発売となる、２重勝２連勝複式、３重勝２連勝複式及び４重勝２

連勝複式は、枠番号又は車番号が自動的に採番（システムが無作為に抽出する車番号を、投

票に必要な車番号又は枠番号の情報とするものをいう。以下「自動採番」いいます。）され、

投票に必要な情報を構成する場合があります。 

２．振興協会は加入者番号、パスワード及び暗証番号を確認のうえ、購入できる車券の枚数

を通知し、市中銀行会員の申込みの内容を記録するとともに音声案内等を行い、市中銀行会

員の確認を得た後、受付番号を通知し、受付番号について市中銀行会員はこれを確認し、こ

の確認が終了したときに振興協会は直ちに当該車券を発売し、車券の購入が完了するもの

とします。 

３．荒天その他の理由により車券を購入した競走が取り止めとなったときは、順延の有無に

かかわらず当該競走に係る車券の購入は取り消し、購入代金は市中銀行会員に返還します。 

 

第７条 投票の無効 

前条により車券を発売した後、当該車券の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事

由により、電話投票等以外で発売した車券の発売金額と合計することができなかったとき

は、小型自動車競走実施規則第１０２条の規定に基づき当該競走の投票は無効とし、購入代



金は市中銀行会員に返還します。 

 

第８条 代理人による購入等の禁止 

１．市中銀行会員は、車券を購入しようとする場合は自ら申込むものとし、他人に申込ませ

ることはできません。 

２．車券は他人からの委託等により購入することはできません。 

 

第９条 車券の代理受領 

１．市中銀行会員が購入した車券は振興協会が市中銀行会員に代わって受領し、保管します。 

２．前項の車券は、市中銀行会員がその閲覧を請求した場合、当該車券を発売した日から６

０日以内に限り振興協会が指定した場所で閲覧できます。 

 

第１０条 受付の拒否 

振興協会は、市中銀行会員の車券の購入の申込みについて疑義があるとき、その他振興協会

が必要と認めたときは、電話投票等を受付けないことがあります。 

 

第１１条 車券の購入資金の支払い並びに払戻金及び返還金の交付 

１．車券の購入資金は、預金口座振替依頼書により市中銀行会員の依頼を受けた指定銀行が

投票用口座から引き落とすことによって振興協会に支払われます。 

２．払戻金又は返還金は振興協会が市中銀行会員に通知することなく投票用口座に振込む

ものとします。 

３．第１項の口座振替及び第２項の口座振込は、当該日に行うものとします。ただし、当該

日が指定銀行休業日である場合、その他やむを得ない事由により当該日に振替又は振込が

できない場合は、当該日の翌銀行営業日に行うものとします。 

 

第１２条 異議申立 

電話投票等に伴う購入資金、払戻金又は返還金に関する異議申立は、当該電話投票等を行っ

た日から６０日以内に限り振興協会が行うことができます。 

 

第１３条 投票の記録 

振興協会は、電話投票等の内容を記録し、その記録は６０日間保存します。ただし、前条の

規定による異議申立に係る記録は、必要な期間保存します。 

 

第１４条 秘密の保持 

１．市中銀行会員は、加入者番号、パスワード及び暗証番号を他人に漏らしてはなりません。 

２．市中銀行会員は、加入者番号、パスワード及び暗証番号等を記載した書類を紛失した場



合は、その旨をただちに振興協会に連絡するとともに書面によって届出なければなりませ

ん。 

  

第１５条 免責 

１．振興協会は市中銀行会員以外の者による市中銀行会員を装った車券の申込みを受けた

場合に、その申込みがこの約定の定める手続きにしたがったものであるときは、市中銀行会

員よる購入申込みとみなし、当該市中銀行会員はこの約定に基づく車券購入資金額の支払

い債務を負担するものとし、振興協会は当該市中銀行会員に対して何ら責めも負わないも

のとします。ただし、市中銀行会員以外の者による車券の購入が振興協会の責に帰すべき事

由の場合は、この限りではありません。 

２．振興協会は、天災地変、回線混雑、通信障害その他やむを得ない事由により電話投票等

を受け付けられない場合であっても、その責を負いません。 

 

第１６条 預金残高の照会 

振興協会は指定銀行に対し、投票用口座の預金残高を照会できるものとします。 

 

第１７条 投票用口座の引出しの制限 

１．市中銀行会員が投票用口座の預金を引出すときは、電話投票システムの専用アンサー又

は投票用 URL を通じて投票用口座から振替用口座への振替依頼をし、振替用口座から引出

すものとします。 

２．市中銀行会員は、投票用口座をこの電話投票等の決済以外の自動振替の口座として指定

することはできません。 

 

第１８条 電話番号等の変更 

第３条第１項に規定する通知事項に変更があったときは、市中銀行会員に通知及び

AutoRace.JP に発表します。 

 

第１９条 車券の発売要項 

次の各号に掲げる事項については、振興協会が別に定めるものとし、書面で市中銀行会員に

通知するか、AutoRace.JP 等に発表します。なお、これに変更があった場合も同様とします。 

（１）電話投票等の対象となる小型自動車競走場名 

（２）電話投票等の対象となる小型自動車競走及び勝車投票法 

（３）電話投票等を受付ける日 

（４）電話投票等の受付開始及び締切時刻 

（５）その他必要な事項 

 



第２０条 住所・氏名等の変更の届出 

市中銀行会員は、住所、氏名、勤務先、又は電話番号等を変更したときは、その旨をただち

に書面によって振興協会に届出なければなりません。 

 

第２１条 欠格事由 

１．次の各号の一に該当する者は、市中銀行会員になることはできません。 

（１）成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者 

（２）法人その他法人格が認められた団体等 

（３）小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられた者 

（４）小型自動車競走法の規定により車券の購入が禁止されている者 

（５）反社会的勢力に該当する者、または過去において該当していた者 

（６）反社会的勢力に該当する人物が関係する法人の関係者 

（７）車券購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態 

の者又はそのおそれのある者 

（８）その他振興協会が不適当と判断した者 

２．市中銀行会員は前項各号の一に該当したときは、電話投票等はできないものとし、その

旨をただちに書面により振興協会に届けなければなりません。 

 

第２２条 解約 

振興協会は、市中銀行会員より解約の申請があったとき、又は市中銀行会員が次の各号の一

に該当したときは、この契約を解約します。なお、振興協会に対する解約の申請は、書面に

よるものとします。 

（１）会員申込書又は添付書類に記載された事項が事実でなかったことが判明したとき。 

（２）振興協会が指定した日までに第１条及び第２条に定める手続きを完了しなかったと 

き。 

（３）前条第１項第１号から第６号のいずれかに該当したとき。 

（４）小型自動車競走法違反に該当する行為があったとき。 

（５）１年間を通じて車券の購入申込みがなかったとき。 

（６）投票用口座を解約したとき。 

（７）その他振興協会が必要と認めたとき。 

 

第２３条 自己申告による利用停止等 

１．振興協会は、市中銀行会員から振興協会が指定する様式の書面により電話投票等の利用

停止等の申請があったときは、その書面を受理した日の翌日以降、利用停止等に係る措置

（以下「利用停止措置」といいます。）を講ずるものとします。当該市中銀行会員は、振興

協会が利用停止措置を講じた場合は、第２項及び第３項に従い利用停止措置が解除される



までは、電話投票等を利用することはできません。 

２．振興協会は、前項の規定により利用停止措置の対象となった市中銀行会員から振興協会

が指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領

した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置（以下「解除措置」といいます。）を

講じるものとします。 

３．前項の規定にかかわらず、第１項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該市

中銀行会員は、振興協会が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度（４月１

日から翌年３月３１日までの期間をいいます。）の翌年度の３月３１日までは、前項の規定

による解除措置の申請をすることはできません。 

 

第２４条 家族申請による利用停止等 

１．車券の購入により、市中銀行会員本人及びその家族の日常生活または社会生活に支障が

生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族（市中銀行会員と同居する親族（成

年者に限る。）及び振興協会が特に認めた者をいいます。以下同じ。）は、振興協会が指定す

る様式の書面及び書類により当該市中銀行会員の電話投票等の利用停止措置を講ずるよう

申請をすることができます。 

２．振興協会は、前項の申請があった場合において、電話投票等の利用停止措置が講ぜられ

ようとする市中銀行会員（以下「利用停止候補者」といいます。）が利用停止事由に該当す

ると認めるときは、利用停止候補者及び第１項の申請を行った家族（以下「申請家族」とい

います。）に対し、利用停止候補者の電話投票等の利用停止措置を講ずる旨及び利用停止候

補者の利用停止措置を講ずる期間として振興協会が別に定める日を通知します。 

３．前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止

措置を講ぜられる開始予定日の前日までに振興協会が指定する様式の書面をもって振興協

会に対して意見を申し出ることができます。 

４．振興協会は前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止措置を講ずる

ことの可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家

族に通知します。 

５．振興協会は、第２項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、振興協会が指

定する様式の書面により解除措置を講ずるよう申請があった場合において、振興協会が別

に定める事由に該当する場合は、解除措置を講ずることができます。 

６．第２項の規定により利用停止となった当該市中銀行会員は、振興協会が第２項の規定に

より利用停止措置を講じた日の属する年度の翌年度の３月３１日までは、前項の規定によ

る解除措置を講ずるよう申請することはできません。 

７．振興協会は、第１項及び第５項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の

内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。 

 



第２５条 約定の改定及び廃止 

１．この約定は、振興協会の都合により改定又は廃止することができるものとします。 

２．振興協会は、この約定を改定する場合、AutoRace.JP に掲示すること等により市中銀行

会員に通知するものとします。 

３．改定後の本約定は、振興協会が別に定める場合を除き、AutoRace.JP に掲示すること等

をした時点より有効とします。 

 

第２６条 個人情報の取扱い 

個人情報の取扱いについては、AutoRace.JP の個人情報保護基本方針を適用します。 

 

最終改定日：2024 年 5 月 22 日 

 


